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４ 八幡市人権のまちづくり推進本部（概念図） 

 
 
 

 

本 部 長････市 長 

副本部長････担当助役、教育長 

本 部 員････関係部長以上の職にある者 

            
 

 
 
 
 
 

幹 事      
           

        政策推進課長    人権同和啓発課長 人 事 課 長   
        市 民 課 長    福祉総務課長   児童福祉課長     
                保育･幼稚園課長  健康推進課長   高齢介護課長     
        社会福祉課長    保 護 課 長      管理･交通課長 
                南ヶ丘隣保館長    都隣保館長    教育研究所所長 

教育総務課長    学校教育課長    水道総務課長 
        社会教育課長    生涯学習センター館長   

消防本部総務防災課長 南ヶ丘教育集会所館長 
 

※幹事長・副幹事長は委員の互選による 
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庶 務･･･ 人権同和啓発課 
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